
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ】 茜が丘複合施設「みらいえ」総合案内 

〒677-0057 西脇市野村町茜が丘 16-１ 

TEL：0795-25-2800 FAX：0795-25-2200 

         MAIL：miraie@city.nishiwaki.lg.jp      ↑みらいえ HP   ↑みらいえ FB 

◆ おもちゃ・文房具の受付期間  

令 和 5 年 8 月 １ 日 （火） ～ 10月15 日 （日） 

                               午 後 ２ 時 ～ ５ 時 の間 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

☆注意☆  みらフェス当日は、おもちゃ・文房具の持ち込みができません。 

        おもちゃ・文房具がなくなり次第、きっずマーケットは終了させていただきます。 
 

 

 

               ～茜が丘複合施設イベント「みらフェス」とは？～ 

毎年 10月の最終日曜日に実施しているこどもから大人まで楽しめるイベントです。 

飲食ブース、工作教室、青空の下で大型エア遊具の体験ができるコーナー等もあります。 

                        詳しくはホームページをご覧ください➡ 

Ｍｉｒａｉｅ きっずマーケット 

大事にしていたけれど、遊ばなくなったおもちゃはありませんか？ 

新品のまま使わないで眠っている文房具はありませんか？ 

 同じ思いを持つ友だちのおもちゃと交換して笑顔の輪を広げよう！ 

  in みらフェス 

参 加 費 

むりょう 

10 月29 日（日） 
午前 11時～午後 3時 ２階テラス

．．．．．
で実施 

あそばなくなった 

おもちゃ・文房具を 

みらいえ総合案内窓口に 

もってきてください。 

おもちゃ・文房具の数に

応じて、みらいえ職員か

らクローバーポイント 

がもらえるよ！ 

10月 29日（日） 

に開催する「みらフェス」 

きっずマーケットのブース 

でスタンプ数と同じ数の

商品と交換できるよ！ 

※雨天時は 11月 18日（土）午後 2時～4時 30分（多目的ホール）に延期 

きっずマーケットのルールは裏面をご覧ください➡ 

2 3 

大事にしていたけれど もう使わないおもちゃ。 誰かが使ってくれたら うれしいな・・・。 
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◆ 交換するおもちゃ・文房具のルール 
 

① こどもさんが交換してもよい
．．．．．

と思ったものに限ります。 

② こどもさん（小学３年生までは保護者同伴）がみらいえに 

      持ってくることができるもの。 

③ 持ってくることができるおもちゃ・文房具は一人 10点まで 

④ 文房具は新品のものに限ります。 

⑤ 受付期間中であれば、ポイントカードがいっぱいになるまで、 

何度でも持ち込みができます（必ずポイントカードをもってきてください）。 

⑥ 一度出品したものはお返しできません。 

⑦ 個人名が入ったものは出品できません。 

⑧ 壊れている・汚れがひどいものは出品できません。 

※ 交換したお友達が気持ちよく使えるものをお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

♦クローバーポイントのルール 
 

① おもちゃ・文房具１点につきクローバーポイント１ポイントがもらえます。 

② キャラクターフィギュア、スーパーボール等の小さなおもちゃは３つで１ポイン 

   トとします。 

③ 筆記用具は３つで１ポイントとします。 

  （例）ボールペン、シャープペンシル、マジック、鉛筆、色鉛筆、消しゴム等 

④ ポイントがもらえるのは、０才～18才までに限ります。 
 

※ 受付時にお渡しするポイントカードはイベント当日まで大切に保管ください。 

 

・ おもちゃ（玩具） 

・ 絵本 

・ ミニカー  

・ 積み木、パズル、ブロック 

（セットものは全て揃っているものに限る） 

・ 文房具（新品のものに限る） 

   （例）ノート、メモ帳、ファイル、はさみ、 

    付箋、定規、ホチキス、筆箱、 

筆記用具（３つで１ポイント）等 

 

・ 持ち帰りが困難な大型遊具 

・ 乗り物玩具 

（木馬、ストライダー、リップスティック等） 

・ ぬいぐるみ  ・DVD、CD類 

・ ゲーム類 

（テレビゲーム、カードゲーム、盤上ゲーム等） 

・ プラモデル、ラジコン、ミニ四駆等 

・ 電池で動くおもちゃ 

・ 雑誌や飲食店等の付録おもちゃ 

・ 破損や汚れがあるもの 

○ ✕ 出品できるもの 出品できないもの 


